
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

加

藤

誠

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
規
則
（
令

和
元
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
別
休
暇
）

第
十
三
条

（
略
）

一

次
の
表
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
又
は
第

二
十
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
職
員

イ
・
ロ

（
略
）

二

次
の
表
第
十
九
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員

イ
・
ロ

（
略
）

休
暇
を
受
け
る
場
合

期

間

（
略
）

（
略
）

十
二

母
子
保
健
法
（
昭
和
四

十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
妊
娠
中
又
は
出
産

後
一
年
以
内
の
女
子
職
員
の

受
け
る
保
健
指
導
又
は
健
康

診
査

（
略
）

十
三

職
員
の
出
産

出
産
予
定
日
の
八

週
間
（
多
胎
妊
娠

の
場
合
は
十
四
週

間
）
前
の
日
か
ら

出
産
の
日
後
八
週

間
（
出
産
の
日
以

前
の
期
間
が
六
週

間
に
満
た
な
い
こ

と
と
な
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ

の
満
た
な
い
期
間

を
八
週
間
に
加
算

し
た
期
間
）
を
経

過
す
る
日
ま
で
の

（
特
別
休
暇
）

第
十
三
条

（
略
）

一

次
の
表
第
十
五
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員

イ
・
ロ

（
略
）

二

次
の
表
第
十
六
号
又
は
第
十
七
号
の
上
欄
に
掲

げ
る
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員

イ
・
ロ

（
略
）

休
暇
を
受
け
る
場
合

期

間

（
略
）

（
略
）

十
二

母
子
保
健
法
（
昭
和
四

十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
妊
娠
中
又
は
出
産

後
一
年
以
内
の
女
子
職
員
の

受
け
る
保
健
指
導
又
は
健
康

診
査

（
略
）



 

期
間
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
る
期

間 
十
四 
職
員
の
親
族
（
勤
務
時

間
規
則
別
表
第
三
の
親
族
欄

に
掲
げ
る
親
族
に
限
る
。
）

が
死
亡
し
た
場
合
で
、
職
員

が
葬
儀
、
服
喪
そ
の
他
の
親

族
の
死
亡
に
伴
い
必
要
と
認

め
ら
れ
る
行
事
等
の
た
め
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き 

（
略
） 

十
五 

市
町
村
の
非
常
勤
の
消

防
団
員
と
し
て
の
職
を
兼
ね

て
い
る
職
員
が
、
火
災
等
の

災
害
出
動
、
演
習
、
訓
練
等

の
消
防
団
活
動
を
行
う
場
合 

（
略
） 

十
六 

配
偶
者
、
父
母
、
配
偶

者
の
父
母
、
子
（
配
偶
者
の

子
及
び
委
託
児
童
（
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
里
親
で
あ
る
職
員
に
委

託
さ
れ
た
児
童
で
子
に
該
当

し
な
い
者
）
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

若
し
く
は
孫
（
子
の
子
を
い

う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、

又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の

者
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
職
員
が
当

該
職
員
以
外
に
看
護
を
行
う

者
が
い
な
い
た
め
（
義
務
教

育
終
了
前
の
子
又
は
満
十
八

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
る
障
害
の
あ
る
子
（
以

下
「
義
務
教
育
終
了
前
の
子

等
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

義
務
教
育
終
了
前
の
子
等
の

看
護
の
た
め
）
、
又
は
次
の

イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
職

員
が
当
該
イ
若
し
く
は
ロ
に

定
め
る
事
項
を
行
う
た
め
、

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

イ 

義
務
教
育
終
了
前
の
子 

等
を
養
育
す
る
職
員 

当

該
義
務
教
育
終
了
前
の
子

等
に
係
る
次
の
事
項 

⑴ 

疾
病
の
予
防
の
た
め 

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
五
日
（
以

下
「
基
本
日
数
」

と
い
う
。
）
を
超

え
な
い
範
囲
内
で

必
要
と
認
め
る
日

又
は
時
間
。
た
だ

し
、
義
務
教
育
終

了
前
の
子
等
を
二

人
以
上
養
育
す
る

場
合
に
は
、
基
本

日
数
に
当
該
義
務

教
育
終
了
前
の
子

等
の
看
護
又
は
イ

に
定
め
る
事
項
を

行
う
た
め
に
五
日

を
加
え
た
日
数
を

超
え
な
い
範
囲
内

で
必
要
と
認
め
る

日
又
は
時
間
と
す

る
。 

   

 

十
三 

職
員
の
親
族
（
勤
務
時

間
規
則
別
表
第
三
の
親
族
欄

に
掲
げ
る
親
族
に
限
る
。
）

が
死
亡
し
た
場
合
で
、
職
員

が
葬
儀
、
服
喪
そ
の
他
の
親

族
の
死
亡
に
伴
い
必
要
と
認

め
ら
れ
る
行
事
等
の
た
め
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き 

（
略
） 

十
四 

市
町
村
の
非
常
勤
の
消

防
団
員
と
し
て
の
職
を
兼
ね

て
い
る
職
員
が
、
火
災
等
の

災
害
出
動
、
演
習
、
訓
練
等

の
消
防
団
活
動
を
行
う
場
合 

（
略
） 

十
五 

配
偶
者
、
父
母
、
配
偶

者
の
父
母
、
子
（
配
偶
者
の

子
及
び
委
託
児
童
（
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
里
親
で
あ
る
職
員
に
委

託
さ
れ
た
児
童
で
子
に
該
当

し
な
い
者
）
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

若
し
く
は
孫
（
子
の
子
を
い

う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、

又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の

者
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
職
員
が
当

該
職
員
以
外
に
看
護
を
行
う

者
が
い
な
い
た
め
（
義
務
教

育
終
了
前
の
子
を
養
育
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
義

務
教
育
終
了
前
の
子
の
看
護

の
た
め
）
、
又
は
義
務
教
育

終
了
前
の
子
を
養
育
す
る
職

員
が
当
該
義
務
教
育
終
了
前

の
子
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る

事
項
を
行
う
た
め
、
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合 

イ 

疾
病
の
予
防
の
た
め
に

予
防
接
種
又
は
健
康
診
断

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 

ロ 

感
染
症
の
予
防
の
た
め 

又
は
気
象
警
報
等
に
よ
り
、

在
籍
す
る
学
校
等
が
臨
時

に
休
業
と
な
っ
た
場
合
の

世
話 

ハ 

在
籍
し
、
又
は
在
籍
す 

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
五
日
（
以

下
「
基
本
日
数
」

と
い
う
。
）
を
超

え
な
い
範
囲
内
で

必
要
と
認
め
る
日

又
は
時
間
。
た
だ

し
、
義
務
教
育
終

了
前
の
子
を
二
人

以
上
養
育
す
る
場

合
に
は
、
基
本
日

数
に
当
該
義
務
教

育
終
了
前
の
子
の

看
護
又
は
当
該
義

務
教
育
終
了
前
の

子
に
つ
い
て
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
を
行
う
た

め
に
五
日
を
加
え

た
日
数
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
必
要

と
認
め
る
日
又
は

時
間
と
す
る
。 



 
 
 

に
予
防
接
種
又
は
健
康

診
断
を
受
け
さ
せ
る
こ

と
。 

 
 

⑵ 

感
染
症
の
予
防
の
た

め
又
は
気
象
警
報
等
に

よ
り
、
在
籍
す
る
学
校

等
が
臨
時
に
休
業
と
な

っ
た
場
合
の
世
話 

 
 

⑶ 

在
籍
し
、
又
は
在
籍

す
る
こ
と
と
な
る
学
校

等
が
実
施
す
る
行
事
へ

の
出
席 

 

ロ 

義
務
教
育
終
了
前
の
子 

等
以
外
の
子
（
満
十
八
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
子
に
限
る
。
）

を
養
育
す
る
職
員 

当
該

義
務
教
育
終
了
前
の
子
等

以
外
の
子
に
疾
病
の
予
防

の
た
め
に
予
防
接
種
又
は

健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
。 

 

十
七 

配
偶
者
の
出
産 

配
偶
者
の
入
院
等

の
日
か
ら
出
産
の

日
以
後
二
週
間
を

経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
内
に
お
い

て
三
日
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
必
要

と
認
め
る
日
又
は

時
間 

十
八 

職
員
が
配
偶
者
の
産
前

産
後
の
期
間
に
お
い
て
、
出

産
に
係
る
子
又
は
小
学
校
就

学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。

）
を
養
育
す
る
場
合 

配
偶
者
の
出
産
予

定
日
の
八
週
間
（

多
胎
妊
娠
の
場
合

は
十
四
週
間
）
前

の
日
か
ら
出
産
の

日
後
八
週
間
（
出

産
の
日
以
前
の
期

間
が
六
週
間
に
満

た
な
い
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
満
た

な
い
期
間
を
八
週

間
に
加
算
し
た
期

間
）
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
期
間
内

に
お
い
て
、
五
日

を
超
え
な
い
範
囲

内
で
必
要
と
認
め

る
日
又
は
時
間 

十
九 

職
員
が
夏
季
に
お
け
る

盆
等
の
諸
行
事
、
心
身
の
健

康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家 

（
略
） 

る
こ
と
と
な
る
学
校
等

が
実
施
す
る
行
事
へ
の

出
席 

                   
 

 

         

 

                   

 

十
六 

職
員
が
夏
季
に
お
け
る

盆
等
の
諸
行
事
、
心
身
の
健

康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家 

（
略
） 



庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

二
十 
職
員
が
不
妊
治
療
に
係

る
通
院
等
を
行
う
場
合 

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
十
日
を
超

え
な
い
範
囲
内
で

必
要
と
認
め
る
日

又
は
時
間 

二
十
一 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
感
染
症
（
感
染
症
の
予

防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第

六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染

症
を
い
う
。
）
に
関
し
、
勤

務
時
間
規
則
第
十
条
第
一
項

の
表
第
二
十
六
号
の
規
定
に

よ
り
人
事
委
員
会
が
特
に
必

要
と
認
め
た
場
合 

（
略
） 

２ 

任
命
権
者
は
、
職
員
（
次
の
表
第
三
号
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
職
員
）
に
対
し
、
同
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
期
間
の
無
給
の
特
別
休
暇
を
与
え
る

も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

休
暇
を
受
け
る
場
合 

期     

間 

                 

 

一 

妊
娠
中
の
女
子
職
員
が
妊

娠
に
起
因
す
る
障
害
（
つ
わ

り
又
は
悪
阻
）
に
よ
り
勤
務

す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
場
合 

（
略
） 

二 

職
員
の
生
後
満
一
年
六
月

に
達
し
な
い
子
の
養
育
（
男

子
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の 

（
略
） 

庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

十
七 

職
員
が
不
妊
治
療
を
受

け
る
場
合 

一
の
会
計
年
度
に

お
い
て
六
日
を
超

え
な
い
範
囲
内
で

必
要
と
認
め
る
日

又
は
時
間 

十
八 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六

条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

を
い
う
。
）
に
関
し
、
勤
務

時
間
規
則
第
十
条
第
一
項
の

表
第
二
十
六
号
の
規
定
に
よ

り
人
事
委
員
会
が
特
に
必
要

と
認
め
た
場
合 

（
略
） 

２ 
任
命
権
者
は
、
職
員
（
次
の
表
第
四
号
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
職
員
）
に
対
し
、
同
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
期
間
の
無
給
の
特
別
休
暇
を
与
え
る

も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

休
暇
を
受
け
る
場
合 
期     

間 

一 

職
員
の
出
産 

出
産
予
定
日
の
八

週
間
（
多
胎
妊
娠

の
場
合
は
十
四
週

間
）
前
の
日
か
ら

出
産
の
日
後
八
週

間
（
出
産
の
日
以

前
の
期
間
が
六
週

間
に
満
た
な
い
こ

と
と
な
っ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ

の
満
た
な
い
期
間

を
八
週
間
に
加
算

し
た
期
間
）
を
経

過
す
る
日
ま
で
の

期
間
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
る
期

間 

二 

妊
娠
中
の
女
子
職
員
が
妊

娠
に
起
因
す
る
障
害
（
つ
わ

り
又
は
悪
阻
）
に
よ
り
勤
務

す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら

れ
る
場
合 

（
略
） 

三 

職
員
の
生
後
満
一
年
六
月

に
達
し
な
い
子
の
養
育
（
男

子
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の 

（
略
） 



配
偶
者
が
当
該
子
を
養
育
で

き
る
場
合
を
除
く
。
） 

 

三 
要
介
護
者
の
介
護
そ
の
他

の
勤
務
時
間
規
則
第
十
条
第

一
項
の
表
第
十
六
号
に
規
定

す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る

世
話
を
行
う
職
員
が
、
当
該

世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合 

（
略
） 

３ 

当
該
会
計
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
か
の
職
に
任
用

さ
れ
て
い
た
者
が
当
該
会
計
年
度
の
中
途
に
お
い
て

同
一
の
任
命
権
者
に
よ
り
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ

れ
る
期
間
に
つ
い
て
第
一
項
の
表
第
八
号
、
第
十
六

号
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
並
び
に
前
項
の
表
第

三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

十
六
号 

「
基
本
日
数

」
と
い
う
。

） 

「
基
本
日
数
」
と
い
う
。

）
か
ら
、
当
該
会
計
年
度

に
お
い
て
こ
の
号
に
規
定

す
る
特
別
休
暇
、
勤
務
時

間
規
則
第
十
条
第
一
項
の

表
第
十
五
号
に
規
定
す
る

休
暇
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
休
暇
の
承
認
を
受
け
た

日
数
を
減
じ
た
期
間
（
当

該
承
認
を
受
け
た
日
数
が

五
日
を
上
回
る
場
合
は
、

零
日
と
す
る
。
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

十
九
号 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

二
十
号 

十
日 

十
日
か
ら
、
当
該
会
計
年

度
に
お
い
て
こ
の
号
に
規

定
す
る
特
別
休
暇
、
勤
務

時
間
規
則
第
十
条
第
一
項

の
表
第
八
号
の
二
に
規
定

す
る
休
暇
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
休
暇
の
承
認
を
受

け
た
日
数
を
減
じ
た
期
間

（
当
該
承
認
を
受
け
た
日

数
が
十
日
を
上
回
る
場
合

は
、
零
日
と
す
る
。
） 

前
項
の

表
第
三

号 

（
略
） 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

配
偶
者
が
当
該
子
を
養
育
で

き
る
場
合
を
除
く
。
） 

 

四 

要
介
護
者
の
介
護
そ
の
他

の
勤
務
時
間
規
則
第
十
条
第

一
項
の
表
第
十
六
号
に
規
定

す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る

世
話
を
行
う
職
員
が
、
当
該

世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合 

（
略
） 

３ 

当
該
会
計
年
度
に
お
い
て
い
ず
れ
か
の
職
に
任
用

さ
れ
て
い
た
者
が
当
該
会
計
年
度
の
中
途
に
お
い
て

同
一
の
任
命
権
者
に
よ
り
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
職
員
と
し
て
新
た
に
任
用
さ

れ
る
期
間
に
つ
い
て
第
一
項
の
表
第
八
号
及
び
第
十

五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
並
び
に
前
項
の
表
第
四
号

の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

十
五
号 

と
い
う
。
） 

と
い
う
。
）
か
ら
、
当
該

会
計
年
度
に
お
い
て
こ
の 

号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
、 

勤
務
時
間
規
則
第
十
条
第

一
項
の
表
第
十
五
号
に
規

定
す
る
休
暇
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
休
暇
の
承
認
を

受
け
た
日
数
を
減
じ
た
期

間
（
当
該
承
認
を
受
け
た

日
数
が
五
日
を
上
回
る
場

合
は
、
零
日
と
す
る
。
） 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

十
六
号 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項

の
表
第

十
七
号 

六
日 

六
日
か
ら
、
当
該
会
計
年

度
に
お
い
て
こ
の
号
に
規

定
す
る
特
別
休
暇
、
勤
務

時
間
規
則
第
十
条
第
一
項

の
表
第
八
号
の
二
に
規
定

す
る
休
暇
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
休
暇
の
承
認
を
受

け
た
日
数
を
減
じ
た
期
間

（
当
該
承
認
を
受
け
た
日

数
が
六
日
を
上
回
る
場
合

は
、
零
日
と
す
る
。
） 

前
項
の

表
第
四

号 

（
略
） 

（
略
） 

４ 

（
略
） 



 
第
十
四
条 

（
略
） 

２ 
前
条
第
一
項
の
表
第
八
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十

八
号
ま
で
及
び
第
二
十
号
並
び
に
同
条
第
二
項
の
表

第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
（
以
下
「
特
定
休
暇

」
と
い
う
。
）
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

  

（
介
護
休
暇
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 
 

    

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
介
護
時
間
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 
 

  

二 

（
略
） 

２ 

介
護
時
間
の
期
間
は
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、

連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指 

定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
、

三
十
分
を
単
位
と
し
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め

又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
一
日
を
通
じ
て
当
該
日
に

係
る
所
定
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
か
ら
五
時
間
四
十

五
分
を
減
じ
た
時
間
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
を
承
認
さ
れ

て
い
る
職
員
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
表
第
二
号
に

規
定
す
る
休
暇
（
以
下
「
育
児
休
暇
」
と
い
う
。
）

を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間

か
ら
当
該
部
分
休
業
及
び
育
児
休
暇
の
承
認
に
係
る

時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
条
第
一
項
の
表
第
八
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十

七
号
並
び
に
同
条
第
二
項
の
表
第
四
号
に
規
定
す
る

特
別
休
暇
（
以
下
「
特
定
休
暇
」
と
い
う
。
）
の
残

日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

（
略
） 

  

（
介
護
休
暇
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

引
き
続
き
任
用
さ
れ
た
期
間
（
会
計
年
度
任
用

の
職
以
外
の
職
に
任
用
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
次

条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
年
以

上
で
あ
る
こ
と
。 

 
三 
（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

  

（
介
護
時
間
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

引
き
続
き
任
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ

る
こ
と
。 

 

三 

（
略
） 

２ 

介
護
時
間
の
期
間
は
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、

連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指 

定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
、

三
十
分
を
単
位
と
し
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め

又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
一
日
を
通
じ
て
当
該
日
に

係
る
所
定
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
か
ら
五
時
間
四
十

五
分
を
減
じ
た
時
間
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
を
承
認
さ
れ

て
い
る
職
員
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
表
第
三
号
に

規
定
す
る
休
暇
（
以
下
「
育
児
休
暇
」
と
い
う
。
）

を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間

か
ら
当
該
部
分
休
業
及
び
育
児
休
暇
の
承
認
に
係
る

時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 
 

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


